
 

Ⅱ．電気料金引下げの概要 

 

（１）引下げ水準 

 

供給約款料金算定規則に基づき，新たな電気料金を算定した結果，供給約款

対象（低圧供給）のお客さまの料金は，現行料金に比べて，電灯・電力平均で  

▲ ４.２３％ の引下げとなります。 

 

 新 料 金 

(円/kWh) 

現行料金 

(円/kWh) 

改 定 率 

(％) 

電 灯 計 ２０.６２ ２１.５９ ▲ ４.５０% 

電 力 計 ２０.６２ ２１.２７ ▲ ３.０６% 

電灯・電力計 ２０.６２ ２１.５３ ▲ ４.２３% 

 

 

 

 

 

 

◇当社の電気料金改定の実施状況 

 改 定 率 

平成 ８年 １月 ▲７.３６％ 

平成１０年 ２月 ▲６.５２％ 

平成１２年１０月 ▲５.２６％ 

平成１４年１０月 ▲５.２２％ 

平成１７年 ４月 ▲４.２３％ 
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（２）新料金の総原価 

 

新料金の基礎となる総原価につきましては，これまでの効率化の成果ならび

に今後見込まれるコスト低減分を織り込み，以下のとおり算定いたしました。 

 

 原 価 額 (億円) 構 成 比 

人 件 費   ６２５  １５％ 

燃 料 費   ５６１  １３％ 

修 繕 費   ６３０  １５％ 

減価償却費   ７７６  １８％ 

公 租 公 課   ３８９   ９％ 

購入電力料   ５３５  １３％ 

その他経費   ９３３  ２２％ 

営 業 費 

営業費合計 [Ａ] ４,４４９ １０５％ 

電 気 事 業 報 酬    [Ｂ]   ３３２   ８％ 

控 除 収 益    [Ｃ]  ▲５３１ ▲１３％ 

総 原 価 [Ａ+Ｂ+Ｃ] ４,２５０ １００％ 

 

 

 

◇総原価算定にあたっての前提諸元 

 

① 原価算定期間 

平成１７年４月から１８年３月までの１年間 

 

② 主要な前提条件 

・為替レート   １１０円／ドル(平成１６年７～９月の通関実績) 

・原油ＣＩＦ価格 ３８.５ドル／バーレル( 同 上 ) 

 

③ 経営効率化の反映 

平成１６年度効率化計画に沿って，設備投資の削減効果や修繕費の 

削減などを織り込んで総原価を算定しました。 

（詳細は６ページ以降をご参照ください。） 

 

 

-3-


